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はじめに
 2020年6月11日に開催した本委員会（第25回）以降、遅くとも2024年度には広域予備率管理による

需給運用となることを踏まえた必要事項を整理している。特に、電力広域機関では、2020年8月・10月の委
員会において、広域予備率をもとにした広域的な需給運用や広域予備率算定方法等の整理を進めてきた。

 広域予備率管理による節電要請や計画停電等の判断を整理するにあたり、今回は、kWベースでのこれまで
の運用を踏まえて確認することとしたい。

第25回電力・ガス基本政策小委員会
（2020年6月11日）資料6抜粋
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（参考）2020年度冬季の電力需給・卸電力市場動向の検証を踏まえた対応の方向性
第32回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年3月26日）資料6一部加工

今
回
の
議
論
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（参考）2021年度供給計画取りまとめに関する経済産業大臣への意見

 2021年3月31日に電力広域機関から提出を受けた「2021年度供給計画取りまとめに関する経済産業大
臣への意見」においても、供給力（kW）不足の懸念に対し、需給ひっ迫の備えについて検討が期待される
旨の意見をいただいている。



現状の需給バランス評価（kWベース）①バランス確認のタイミングと需給対策の例

 現状の需給バランス評価の確認は、東日本大震災に起因する複数の発電所の停止に伴う供給力
不足の影響により整理されたスキームであることから、kWベースの整理となっている。

 需給バランス評価の確認のタイミングは、長期・中期・短期・当日断面とあるが、それぞれの段階にあ
わせた対策が必要。

週間計画
前週木曜

月間計画
前月25日

供給計画：3月
（10年分）

需給検証
3-5月（当該年度夏季分）
9-11月（当該年度冬季分）

長期 中期

短期

当日実需給当日
9:00

前日
17:30
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◆現行の需給バランス評価の確認のタイミング（kWベース）

◆各段面において取り得る需給対策の例

対策

長期・中期 発電所の補修時期調整、発電所の休廃止時期の繰り延べ、休止発電所の再立ち上げ、電源Ⅰ・Ⅰ´追加公募 等

短期・当日 電源Ⅰ´の発動、発電所の焚き増し、電力広域機関によるエリア間融通指示、自家発余力受電 等



6

現状の需給バランス評価（kWベース）②電力の安定供給の基準について

 電気は基本的には貯めることができないため、日々の需給運用においては、需要と供給を常に一致させ、周波
数を一定に保つことが必要。特に需要は、気温や人々の行動により常に上下最大3％程度変動しており、こ
れに対応するためには安定供給上必要とされる予備率3％をあらかじめ確保しておく必要がある。

 現行ルール上、融通等のあらゆる対策をとってもなお、不足エリアの予備率が3％を下回る見通しの場合には
国から需給ひっ迫警報※を発令することとしているが、全国大でも3％の必要性は変わらないことを踏まえると
kWベースでの警報発令基準は引き続き「広域予備率が３％（ただし、2021年度は複数エリアで３％）
を下回る見通しとなった場合」で良いのではないか。

供給力＜需要となった場合

第1回電力需給検証小委員会
（2013年10月1日）資料9一部加工

※ 事前に登録された報道関係者宛てに資源エネルギー庁からメールで
需給見通しを連絡、節電のお願い等の周知に協力いただくためのもの



（参考）現状の需給逼迫時の対応
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第7回電力需給に関する検討会合・第10回エネルギー・環境会議
合同会合（2012年6月22日）参考資料2



需給ひっ迫警報（対象者：事前に登録されているメディア）の発令（第一報）

需給ひっ迫警報（対象者：事前に登録されているメディア）の発令（第二報）

・電力広域機関による融通指示等、あらゆる需給対策を踏まえても、広域予備率が３％（た
だし、2021年度は複数エリアで３％）を下回る見通しとなった場合、前日１８：００を目途に資
源エネルギー庁から警報を発令。

需給ひっ迫警報（対象者：事前に登録されているメディア） の発令（第三報）

※自然災害や電源の計画外停止が重なるなど、急遽供給力不足に至るケースにおいては、上記スキームに限らず警報等を発令する場合がある。

・当日９：００を目途にエネ庁から警報を発令。

・需給ひっ迫状況が解消されない場合、実需給の３～４時間前を目安に、エネ庁から
警報（第三報）を発令。

無理のない範囲での節電のお願い、節電要請（数値目標有／無）

前日１８：００目処

当日９：００目処

実需給の
３～４時間前

※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には警報を解除する。

※緊急速報メールは、早朝・深夜の時間帯等、需要抑制効果が見込めないと判断される場合には送信しない。

緊急速報メール（対象者：不足エリア内の携帯ユーザー）の発出
・不足エリア内の携帯ユーザーに、エネ庁から「緊急速報メール」を発信。

需給逼迫時の対応について（kWベース） ＜改訂案＞

計画停電の実施を発表

警報発令・節電要請等を行った後も予備率が１％を下回る見通しの場合

実需給の２時間程度前

※翌日節電要請、計画停電等を行う可能性がある場合、一般送配電事業者から実施の可能性を公表する。
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現状の需給バランス評価（kWベース）③更に取り得る需要側の対策

 各事業者による需給対策を行ってもなお、需給バランスが改善しない場合、更なる対応として需要側
の追加対策を検討する必要がある。需要側の追加対策には、計画停電や使用制限令、節電要請
等が考えられる。

 これらの対策は国民生活や経済活動への負担が大きいため極力回避することが望ましいが、万が一
に備えて考え方を確認しておくこととしたい。
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◆各段面において更に取り得る需要側の対策

対策

長期・中期 無理のない範囲での節電のお願い、節電要請（数値目標有・無）、大口需要家等を対象にした使用制限令

短期・当日 無理のない範囲での節電のお願い、節電要請（数値目標有・無）、計画停電

◆需要側の対策とメリット・デメリット

メリット デメリット

使用制限令

・広く国民全体ではなく、対象（大口需要家等）や用
途（装飾用、広告用等）、日時や使用量、受電容量
など、調整の方法を限定できる。
・違反者には100万円以下の罰金刑（法119条）が
あり、抑制量が把握しやすいため、需給調整がしやすい。

・通知や官報による周知期間の確保等、準備に一定の
時間を要する。

計画停電
・計画的に抑制量が把握しやすく、需給調整しやすい
・あらかじめ電気が使えない時間帯が周知されるので需
要家への意識づけもしやすい。

・広く国民全体に負担がかかる。
・停電時間がわかると犯罪が増える可能性がある。
・除外施設の調整が難しい。

無理のない範囲での節電のお願い
節電要請（数値目標有・無）

・広く国民全体が無理なく対応できる。
・抑制量の把握が難しく、需給調整しづらい。
・長期間に渡ると効果が薄くなりやすい。



 使用制限令は電気事業法第34条に基づき、違反者への罰則が科されていることを踏まえると、官報
掲載の他、個別の事業者宛ての通知など、対象事業者への徹底した周知が必要であり、短期・当
日断面での対応には不向き。

 節電要請や計画停電等については、罰則規定がなく、使用制限令のような手続きは生じない。ただし、
需要家の負担になることは変わりなく、インターネット広告やテレビのLアラート、携帯電話の緊急速
報メールの活用の他、報道機関や自治体の協力により広く周知することが重要となる。

◆需要側の対策と時間軸

使用制限令 計画停電

供給計画とりまとめ（長期）や需給検
証（中期）の断面での判断となるので
はないか。
◆対象の選定
◆個別事業者への通知
◆官報掲載

判断時期
最短１ヶ月

長期・中期断面の他、周知方法に工
夫をすることで短期での判断も可能で
はないか。
◆除外施設の確認
◆日時の割り振り
◆周知

判断時期
最短前日

節電要請等

当日：対応可能

長期・中期断面の他、自然災害等によ
る突発的な事象（短期・当日断面）
での判断が可能ではないか。
◆対象の選定
◆節電目標の試算
◆周知

判断時期
最短当日

短期：対応可能

長期・中期：対応可能

◆周知方法
１ヶ月以上前 １週間程度前 前日 当日朝 ３～４時間前 ２時間程度前

※災害発生等、短時間に急遽需給がひっ迫した場合等においては、警報や緊急速報メールを発令することなく対策を実施する場合がある。

予備率1%を下回る見通しあらゆる対策を行ってもなお予備率３%を下回る見通し

前日18:00頃
需給ひっ迫警報発令

当日9:00頃
需給ひっ迫警報発令

3～4時間前
緊急速報メール発出 ２時間程度前

計画停電検討・実施

節電要請・お願い（適宜）

官報掲載・通知
＜使用制限令＞

計画停電の検討

効率的な電力使用
の呼びかけ（随時）

現状の需給バランス評価（kWベース）④需要対策と時間軸

翌日、節電要請、計画停電等を行う可能性がある場合、
前日18：00時点で一般送配電事業者から実施の可能性を公表 10



11

（参考）電気の使用制限等の実績について

• 第一次オイルショックに伴い、石油の使用量を抑制させるために、使用電力量を減らすべく発動。

（1）対象者
• 東京電力PG及び東北電力NW並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と直接、需給契約を締結してい
る大口需要家（契約電力500kW 以上）

• 対象者は電気事業者との契約単位（事業所単位）で判断
（2）制限期間・時間帯

• 東京PG・東北NW電力管内：2011年7月1日～9月9日の9時から20時（土日祝日を除く50日間）
※ 東京電力管内については当初、9月22日（金）までを制限期間としていたが、需給バランスが改善していることや、被災地の方々からの早期終了を求める声が

あることを踏まえ、9月9日（金）を最後に使用制限を終了することを8月30日に決定。

（３）具体的内容
• 原則、｢昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値（１時間単位）｣の15％削減した値を使用電力の上限とする。
• 上記値が分からない場合や契約電力に増減があった場合は所要の補正措置を講ずる。

○電気事業法 第三十四条の二
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、

その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気
事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者（以下この条において「小売電気事業者等」という。）から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の
供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限
すべきことを命じ、又は勧告することができる。

○電気事業法施行令 第四条
法第三十四条の二第一項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等（同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下こ
の条及び次条において同じ。）の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等の供給する電気
を使用する者について行うものでなければならない。
２ 法第三十四条の二第一項の規定により用途を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、装飾用、広告用その他これらに
類する用途について行うものでなければならない。
３ 法第三十四条の二第一項の規定により使用を停止すべき日時を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、一週につき二
日を限度として行うものでなければならない。
４ 法第三十四条の二第一項の規定により受電電力の容量の限度を定めてする小売電気事業者等からの受電を制限すべきことの命令又は勧告は、三千キロワット以上の受
電電力の容量をもつて小売電気事業者等から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
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（参考）計画停電の実績について

• 東京電力PG管内においては、東日本大震災により供給力が大幅に低下。この
ため、不測の大規模停電を回避するためのやむを得ない措置として、2011年3
月14日から28日にかけて、10日間（延べ32回）にわたり計画停電を実施。

• 実施に当たっては、関東地方を５グループに区分。
• 6:20から22:00までを複数の時間帯に区分した上で、各グループ１回最大３
時間程度の停電を実施。

第5回電力・ガス基本政策小委員会
（2017年10月24日）資料6-2

これを受け、電力広域機関は計画停電
の考え方を取りまとめる上で、各一般送
配電事業者にて公表すべき項目を整理。
一般送配電事業者は自身のWebページ
にて以下項目を公表済。

◆公表すべきとした主な項目
・計画停電をお願いする時間帯の考え方
・計画停電の対象グループの考え方
・停電時間帯のローテーションの考え方
・計画停電実施時の注意事項例
・計画停電の対象グループの確認方法
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次世代スマメに搭載される遠隔契約電力変更機能活用の可能性

次世代スマートメーター制度検討会
中間とりまとめ（2021年2月18日）

（参考）第54回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（電力広域機関 2020年10月1日）委員ご発言
需給がひっ迫した時に、最初に罰則を伴わない節電要請があり、その後相当厳しい状況下では電事法に基づく節電要請がなされ、それでもという場合に輪番停電ということだと思うが、将来
を考えると計画停電と節電要請の間に停電はしないがある種の供給制限をするということが入るはず。この資料では節電要請の次に計画停電という発想になっていることが心配である。こ
の計画停電というもの、要するに強制的な供給制限というのは全部入っていることだとすると、例えば 2％程度というところで計画停電は早いかもしれないが、その手の供給制限だとすれば
3％を切ってくる状況下であれば検討する余地があるので、読みかえでは対応できない気がする。1％、0％のところで極力回避すると考える必要もなく、そのようなものであれば自然体で発動
すべきと思っている。そうしたことからすると、そういった整理をなしに節電の次は計画停電という考え方は粗雑すぎるのではないか。スマートメータが普及する将来であれば、計画停電という粗
雑なものはよほどのことがない限り許されないと思っているため、その点も踏まえた整理が必要だと思う。

 本年2月、低圧需要家用の次世代スマートメーターの標準機能について中間取りまとめを行った。次世代スマート
メーター導入後は、大規模災害時等における対策に資する遠隔アンペア制御機能が搭載（※）にされるため、こ
れにより電気の使用可能量の上限値を制限し、需要の抑制が技術的には可能となる。

 他方で、需要家の電力使用量の上限を制御することになるため、次世代スマートメーターを管理する一般送配電
事業者側で運用ルールを考えるにあたり、電力広域機関とも連携の上、実務的な課題整理が必要ではないか。

※単相2線式30A以下又は単相3線式60A以下の計量器のみ搭載が可能であり、販売電力量ベースでは約3割程度の需要規模に留まる。
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（参考）託送供給等約款上の解釈（需要側の電気使用の制限）

託送供給等約款（東京電力パワーグリッド株式会社）抜粋
38 給電指令の実施等
(1) （略）
(2) 当社は，低圧で受電または供給する場合を除き，次の場合には，契約者，発電契約者，発電者または需要者に給電指令を行ない，発電者の発電または需要者の電気

の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。ただし，緊急やむをえない場合は，当社は，給
電指令を行なうことなく，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあ
ります。

イ～二 （略）
ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合

(3) 当社は，低圧で受電または供給する場合で，(2)イ，ロまたはホのときには，発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止し，または振替供給もしくは
発電量調整供給の全部もしくは一部を中止することがあります。なお，この場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によって発電者または需要者にお知らせいたしま
す。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りではありません。

(4)～(6) （略）
(7) 当社は，(2)イ，ロ，ハ，ホまたは(3)によって，需要者の電気の使用を制限し，または中止した場合には，次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし，その原因が

契約者，発電契約者，発電者または需要者の責めとなる理由による場合は，その部分については割引いたしません。
イ 低圧で供給する場合または高圧で供給する場合で，接続送電サービス契約電力もしくは臨時接続送電サービス契約電力が500キロワット未満となるとき。
(ｲ) 割引の対象

電灯定額接続送電サービスについては接続送電サービス料金とし，電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスについては臨時接続送電
サービス料金とし，その他については当該供給地点の接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスの基本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。）といたします。ただし，32（料金の算定）(1)イ，ロ，ハまたはニの場合は，制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1
月の金額といたします。

(ﾛ) 割引率
1月中の制限し，または中止した延べ日数１日ごとに４パーセントといたします。

(ﾊ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ日数は， 1 日のうち延べ 1 時間以上制限し，または中止した日を 1 日として計算いたします。

ロ （省略）

 需要側の電気使用の制限については、託送供給等約款の「38 給電指令の実施等」に「その他電
気の需給上または保安上必要がある場合」に「需要家の電気の使用を制限」することができるとされ
ている。そのため、現行の託送供給約款でも、大規模災害時などの需給ひっ迫時への対策手段とし
て遠隔アンペア制御を使用することが可能。
※託送契約は、一般送配電事業者と小売電気事業者間の契約であり、制限期間における需要家への料金転嫁との関係については、個々の小売電
気事業者において判断することとなる。
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（参考）節電要請及び無理のない範囲での節電のお願いの実績について

（1）2018年9月8日～
• 節電コア時間帯（8時30分～20時30分）に北海道内全域で平常時よりも1
割程度の節電が不可欠です。老朽火力発電設備の故障等のリスクや、病院・
上下水道等の節電困難な施設があることも踏まえ、家庭･業務･産業の各部門
に対し、節電コア時間帯において平常時よりも2割の節電を目指すことをお願い
します。

（2）2018年9月14日～
• 引き続き、節電タイム(平日8時30分～20時30分)に北海道内で電気の使用
量1割減に向けたできる限りの節電にご協力をお願いします。

（３）2018年9月19日～
• 今後については、例年のように、冬に向けて「無理のない範囲での節電」にご協
力をお願いします。

状
況
に
応
じ
た
段
階
的
な
判
断



今後追加する需給バランス評価（kWhベース）

 2021年冬季高需要期前に行う電力需給検証（電力広域機関で実施）にて、kW評価のみなら
ず燃料を発電電力量に換算し、燃料情報を折り込んだkWh評価も追加で確認予定。

 あわせて、定期的にkWh情報をモニタリングする仕組みも導入することにより、kWh不足を防止する
ための取り組みを検討している。 ※需給ひっ迫時の対応については、本検討結果も踏まえた整理が必要。

16

追加

◆月２回程度のモニタリング実施と結果公表※

※燃料情報の公表は、海外の燃料供給事業者の交渉力を強める可能性や個社の営業秘密情報の扱いの整理が必要である点も鑑みた慎重な検討が必要。

◆従来のkW評価に加えたkWh評価

＜従来のkW評価＞

追加

第59回調整力及び需給バランス評価に関する委員会
（2021年3月23日 電力広域機関）資料2を加工＜kWh評価＞



計画停電の検討・実施

警戒対応体制について
 需給バランスが悪化している断面においては、迅速かつ確実に対応するため、関係者間で「警戒対応
体制」を構築することが必要。

 平常時／警戒対応体制時の切り替わり（警戒対応体制の構築・解除）の基準や、警戒対応体制
になっているということ自体の情報発信のあり方（関係機関のWebページでの発信等）についても検
討が必要。 ※前スライドにおけるkWh不足に対する整理も踏まえた検討が必要。

 それぞれの立場で取るべき行動や、実務的な課題について、引き続き整理を進めていくこととしたい。

３％ １％

事業者
送配/発電・小売

広域

国

広域予備率※

災害対策本部等
の設置

送配と発電・小売の縦連携

非常／警戒態勢
の構築

逼迫警報 緊急速報メール

無理のない範囲での節電のお願い、節電要請

無理のない範囲での節電のお願い

会員への融通・発電指示等

事業者・広域（・国）の連携

◆警戒対応体制のイメージ

※ただし、2021年度は複数エリアでの判断
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今後の方針

 次回以降の本委員会においては、遅くとも2024年度には開始される広域予備率管理による需
給運用を前提に、kWh評価の検討結果を踏まえて、情報発信のあり方及び計画停電等の対
象範囲や判断基準の妥当性を中心に、追加的需給対策における詳細ルール（運用、精算
等）も含めて、更なる検討を進めてまいりたい。

 検討にあたっては、監視等委員会の制度設計専門会合での議論の他、実務的・技術的な観点
から、電力広域機関の委員会での議論や一般送配電事業者等の意見も踏まえ、基本的な考
え方や重要な論点にかかる議論等は、本小委員会等でも扱う形で進めていくこととしたい。

 情報発信のあり方
• kWhひっ迫時における評価方法を踏まえた予備率の考え方（需給ひっ迫警報・計画停電等の対象範囲や判
断基準の妥当性を含む）の整理。

• 需給ひっ迫時（需給ひっ迫警報発令・計画停電発表等）の際の自治体等への周知のあり方

 追加供給力対策の運用・精算ルールの整理
• 誰が何に基づいて判断・実行するかの運用面での整理。
• 精算ルールの検討（約款など規程類の整備を含む。）。

 関係機関の役割分担
• 政府・広域機関・電気事業者（特に一般送配電事業者）の役割分担及び業務フロー

※個々の論点については今秋までに適切な場で整理をしながら、広域予備率運用全体のルール整備に関しては
2022年度（遅くとも2024年度）までの整備を目指すこととしたい。


